
防災教育の現状と課題

鳴門教育大学大学院
客員教授（名誉教授） 阪根健二

公式キャラクター    なる★ワン



今、国では

第3次学校安全の推進に関する計画
を踏まえたこれからの防災教育とは

令和４年２月７日中央教育審議会答
申）」を踏まえ、令和４年３月２５日（
金）に閣議決定（計画期間：令和4年
度から令和8年度までの５年間）



第１次計画 → 平成24年度から平成28年度ま

での学校安全の推進に関する施策の基本的方向と具
体的な方策を示したもの…（平成23年3月11日 東日本大震災）

〇避難訓練については、児童生徒等に予告なく行う訓練、地域
や保護者の参加を得て行う訓練、警察・消防・救急への通報訓
練など、より実践的な内容にするための工夫、児童生徒等が自
ら考えて行動し、その行動に対して指導をする避難訓練
〇児童生徒等による災害教訓の語り継ぎなどにより災害教訓
の継承を図ること、野外炊飯など防災教育に資する自然体験
活動を推進、地域住民や保護者の協力を得て実践する「防災
キャンプ推進事業」の実施
〇原子力災害への対応についても、学習として原子力施設関
係者から話を聞く際には、原子力の有効性と負の側面の両面
を児童生徒等が適切に認識できるように、事前に十分な打合
せを行う。 など



第２次計画 → 平成29年度から令和３年度ま
でを期間とした計画であり、東日本大震災発生か
らの時間の経過により震災の記憶が風化し、学
校安全に関する取組の優先順位が低下すること
が課題として指摘され、学校においても組織的に
学校安全に取り組むための体制を構築し、学校
安全計画等の策定・検証を通じた取組の改善を
行うことが確認された。

〇危険に際して自らの命を守り抜くための「自助」だけではなく、自
らが進んで安全で安心な社会づくりに参加し、貢献できる力を身に
付ける「共助、公助」の視点からの教育の重要性 など

〇第2次計画には、防災教育に特化された具体的な内容は、特に
示されていない。



学習指導要領の
改訂（平成29・30・
31年）改訂に伴い
各学校における
安全教育に係る
カリキュラム・マネ
ジメントの確立が
必要とされ、安全
教育においては
次の3つの資質・
能力の育成が求
められた。

中央教育審議会答申
「幼稚園、小学校、中学校、
高等学校及び特別支援学校
の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（平成28年12月）



防災教育の3つの柱

①生きて働く「知識・技能」の習得、
②未知の状況にも対応できる「思考
力・判断力・表現力等」の育成、
③学びを人生や社会に生かそうとす
る「学びに向かう力・人間性等」の
涵養である





○学校安全計画・危機管理マニュアル
を見直すサイクルを構築し、学校安全
の実効性を高める。
○地域の多様な主体と密接に連携・
協働し、子供の視点を加えた安全対
策を推進する。
○全ての学校における実践的・実効
的な安全教育を推進する。

第3次計画での施策の基本的な方向性➀



○地域の災害リスクを踏まえた実践的
な防災教育・訓練を実施する。
○事故情報や学校の取組状況などデ
ータを活用し学校安全を「見える化」す
る。
○学校安全に関する意識の向上を図
る。（学校における安全文化の醸成）

第3次計画での施策の基本的な方向性②



策定にあたっての課題認識

〇学校が作成する計画・マニュアルに
基づく取組の実効性に課題
〇学校安全の取組内容や意識の差
〇東日本大震災の記憶を風化させる
ことなく今後発生が懸念される大規模
災害に備えた実践的な防災教育を全
国的に進めていく必要性 など



そこで、

〇地域の災害リスクを踏まえた実践的な防
災教育の充実

〇正常性バイアス等の必要な知識を教える
実践的な防災教育や実践的な避難訓練を
実施する。

〇近年のICTの進化と普及を背景として、
今後はデジタル技術を駆使した防災教育



いつ、どこで地震が発生して
も、自分で「落ちてこない・倒
れてこない・移動してこない」
場所を見つけて（危険予測）
すばやく避難すること（危険
回避）ができることが重要で
あり、机の下にもぐるのは危
険回避の一つにすぎない。
自分自身の力で確実に自分
の命を守ることが必要なの
である。 （第1章文中）



避難行動以外については、「地
震、津波等、災害の種類に応じ
た『減災』の視点での防災教育
や、自然災害を恐れるだけでな
く、豊かな自然の恩恵を受けな
がら生活していくうえでは、自然
が二面性を持っていること等に
ついても併せて指導していくこと
」や、「防災教育で一番重要なこ
とは、自らの命を守ることである
が、その後の生活、復旧、復興
を支えるための支援者となる視
点も必要である。（第1章文中）



今学校では

小学校では、生活科（第1学年及び第2学年）、特別の教科道
徳（第1学年及び第2学年、第3学年及び第4学年、第5学年及
び第6学年）、図画工作科（第3学年）、総合的な学習の時間（
第3学年）、社会科（第3学年、第4学年、第5学年、第6学年）、
理科（第4学年、第5学
年、第6学年）、体育科
（第5学年及び第6学年）
家庭科（第5学年及び第
6学年）で防災が取り上
げられている。

中学校では、学習指導
要領には「防災教育」とい
う言葉は使われていない
が、表１のように示されている。

指導参考資料『実践的な防災教育の手引き』（中学校・
高等学校編） 令和6年3月



高等学校学習指導要領にも「防災教育」という言葉はないもの
の、中学校と同様、「自然災害」「防災」という２つのキーワードの
出現は、表２に示したとおりである。

指導参考資料『実践的な防災教育の手引き』（中学校・高等学校編） 令和6年3月



防災教育で教えるべき3つの能力

「知る、備える、行動する」

防災教育がカバーすべき8つの分野

① 自然現象の理解（地震・津波・火山災害）

② 地域の災害史の理解（気象災害）

③ 災害時に顕在化する課題

④ 災害教訓の活用 ⑤ 災害時の身の守り方

⑥ 被害抑止の方法 ⑦ 被害軽減における共助・公助

⑧ 地域の被害特性の抽出

池田真幸、永田俊光、木村玲欧、李泰榮、永松伸吾（2021）「全国で展開される防災教育教材の現状分析～学習指導要領
との関係性を踏まえた今後の防災教育のあり方～」、地域安全学会論文集 No.39, pp.103-111.



防災教育のステップ

脅し中の動く防災（感情）

知識や理解を得る防災（理性）

行動する防災（実践）

ともに行動する防災（意識）
そして、心を揺らし、これからを考える



★ただ、防災・減災は、
当事者意識、災害イマジネーショ
ンがあるかないかで、決定的な
差が生まれる。

★教訓は生かさなくてはならないが、こ
れがうまく機能しない。特に、教育現場
は生かされにくい文化・風土がある。



図：危機管理の概念図（阪根 2010）
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将来教員をめざす本校の避難訓練

各講義室から3階へ垂直避難開始

講義棟3階で待機



令和６年能登半島地震に関する徳島大学調査速報会より 2024・1・18



2024年7月4日に、被災した石川県立輪島高等
学校に、本学学生4名が支援のために訪問しまし
た。輪島高校では、毎週木曜日“総合的な探究の
時間”で、街の復興に関する取組（街プロ）を全
校生徒で実施しています。ここでは10のカテゴリ
ーに分かれて活動していますが、その中の子ども
の居場所を研究しているグループに、輪島の子ど
たちにどう支援していけばいいか助言しました。
ここでは、幼児などへの

心のケアをどう遊びを通
して支援すればいいのか、
声がけや寄り添い方を伝
えました。



東日本大震災において，学校が避難所となった事例が多く，かつ広範囲に及んで
いた。また，使用された期間が極めて長かったことで，様々な問題が発生した。学
校が使用された理由は，被害がかつてなく大きかったことに加え，用地取得難の
ため仮設住宅の建設に時間を要したことが要因だと考えられるが、発災してから
半年が経過した時点でも40校以上が避難所として使用されていた。
これによって，授業再開後に長期にわたって教育活動と避難生活が共存していた
ことが報告されている。



避難所での子どもの対応
（ストレス解消）のための
玩具開発 民間企業との産学共同研究（おもちゃ王国）

阪根撮影鳴門市総合防災訓練（２０１９・９・１）



阪根健二研究室で検索すれ
ば、ダウンロードできます。



復旧・復興に向けた街の再生において、子どもの
存在は大きいのです。まず、誰が子どもたちを支
えるのでしょうか。

「つなぎ役」を育て、継続的な支援の形を模索し
ています。

徳島新聞 2023.11．6



そもそも復旧や復興時には、大人たちは子どもに関わ
る時間が取れず、子どもの心のケアを担当する人材は
圧倒的に不足する。その時に重要な人材が、中高生を
はじめとする若者であり、本学では「教職自主サーク
ル（おもちゃ王国プロジェクト）」が、その手法を開
発してきた。このスキルを、各地の中高校に伝えれば
それが継続的な支援につながると考えた。

徳島県板野中での遊び支援の試行 2022年度、2023年度



徳島新聞 ２０２４．１１．１５



１月１日 発災（教頭が緊急対応）

２日 市からの避難所開設要請受け入れ

    職員の安否確認
３日 仮設水道敷設のための一部校舎破壊

生徒の安否確認
４日 電気復旧工事のための一部校舎破壊

生徒の安否（２８２名/３０４名）

自衛隊受け入れ
５日 避難者受け入れ開始

９日 始業式中止

１１日 ＤＭＡＴ病棟開設
１８日 生徒登校等の開始 （学校再開）

２月６日 小中学校の受け入れ



真に
必要な
準備は？



様々な質問から
Q：災害を後世に伝える方法とは？

地域をつなぐ防災とは？

A:過去から、特に重視されてきたのが、伝

承です。これによって、住民個々の危機意
識を高揚させてきました。四国内でもたくさ
んの伝承があり、災害追悼碑などで、伝えて
きました。

平成7年（1995）7月3日～4日、肱川では
大洪水となり、大洲地点の水位観測所で
は4日に最高5.84ｍを記録した。



大洲の「災害追悼碑」地図に 国土地理院が新記号
2019年9月12日 朝日新聞愛媛版

新しい地図記号「自然災害
伝承碑」を載せた地図を、
国土地理院が刊行した。過
去の自然災害の記録や記
憶を刻んだ各地の石碑や
供養塔を地図上に示すこと
で、防災意識の向上につな
げたいという。

四国では、愛媛県大洲市
の土砂災害の追悼碑など、
香川県以外の３県で計３２
カ所が登録されている。



大洲の「災害追悼碑」

明治19（1886）年9月24日、愛媛県内は台風が襲来し、豪雨
となった。現在の大洲市長浜町須沢（当時、櫛生村）において大
規模な「地すべり」が発生し、死者39人、家屋の埋没72戸、田
畑の流失7.6haという大きな被害となった。



京都大学 名誉教授 林 春男



京都大学 名誉教授 林 春男



京都大学 名誉教授 林 春男
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